
船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１７５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１日（日） １０時１７分ごろ 

発生場所 明石海峡東口の南東方 

 兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位１４５°７,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３４.２′ 東経１３５°０６.５′） 

事故等調査の経過  平成２５年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住吉
すみよし

丸、１.５トン 

   ＨＧ３－３５８０１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート 第５ 隼
はやぶさ

、５トン未満（長さ５.９５ｍ） 

   ２６０－１５５３０兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首下部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首外板に凹損、船首ハンドレールに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、明石海峡の東側を北東進し、船

長Ａが、操業場所に接近したので、前方を向いて機関の操作を行う一

方、時折、船尾方となる兵庫県淡路市東浦
ひがしうら

町付近を見て船位の確認

を行い、手動操舵により、約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で操業場所を探していたところ、明石海峡東方灯浮標の南南

東方３km付近において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、明石海峡の東側に到着して船首

を北方に向けて漂泊し、船長Ｂが、操縦席の左隣に設けられたいけす

の蓋の上に船尾方を向いて座り、釣りざおに糸を通し、下を向いて針

を取り付けていたところ、平成２５年１２月１日１０時１７分ごろ両船

が衝突した。 

 船長Ｂは、携帯電話で１１８番通報した。 

 Ａ船は操業をやめて淡路市岩屋漁港へ、Ｂ船は神戸市兵庫区の係留

場所へそれぞれ自力航行して帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約３０～５０cm、潮流 北西流約０.４kn 

 その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂは、共に救命胴衣を着用していた。 



 船長Ｂは、係留場所を出発して明石海峡の東側へ南下していたとこ

ろ、集まっていた１００隻程度のプレジャーボートなどの小型船舶を

認め、その約２００～３００ｍ北側で釣りを行うこととした。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、明石海峡東口の南東方を北東進中、船長Ａが、操業場所に

接近したので、前方を向いて機関の操作を行う一方、船尾方を向き、

船位を確認し、操業場所を探しながら航行を続けたことから、Ｂ船に

気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、明石海峡東口の南東方で漂泊中、船長Ｂが、下を向いて釣

りの準備を行っていたことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、明石海峡東口の南東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ

船が漂泊中、船長Ａが、操業場所に接近したので、前方を向いて機関

の操作を行う一方、船尾方を向き、船位を確認し、操業場所を探しな

がら航行を続け、また、船長Ｂが下を向いて釣りの準備を行っていたた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行方向に釣りを行っている多数の小型船舶を認めた場合は、見

張りを適切に行って小型船舶の位置を確認しておくこと。 

 ・漂泊中の船舶も常時見張りを行うこと。 

 


